
多久市からのお知らせ

お
知
ら
せ

■６５歳以上の人の段階別介護保険料額

保険料段階 世帯状況 対　象　者 保　険　料

第 １段階

世帯全員が
非課税

○生活保護、老齢福祉年金を受給している人
○「所得※」が8０万円以下の人 月額 2，682円（年額３2，１84円）

第 ２段階 「所得※」が8０万円を超え１2０万円以下の人 月額 4，4７０円（年額5３，64０円）

第 ３段階 「所得※」が１2０万円を超える人 月額 4，4７０円（年額5３，64０円）

第 4段階 世帯に
課税者がおり
本人が非課税

「所得※」が8０万円以下の人 月額 5，３64円（年額64，３68円）

第 ５段階 「所得※」が8０万円を超える人 月額 5，96０円（年額７１，52０円）

第 ６段階

本人が課税

合計所得金額が１2０万円未満の人 月額 ７，１52円（年額85，824円）

第 ７段階 合計所得金額が１2０万円以上2００万円未満の人 月額 ７，７48円（年額92，9７6円）

第 ８段階 合計所得金額が2００万円以上３００万円未満の人 月額 8，94０円（年額１０７，28０円）

第 ９段階 合計所得金額が３００万円以上4００万円未満の人 月額 １０，１３2円（年額１2１，584円）

第１0段階 合計所得金額が4００万円以上6００万円未満の人 月額 １１，３24円（年額１３5，888円）

第１１段階 合計所得金額が6００万円以上の人 月額 １2，5１6円（年額１5０，１92円）

※第 １〜 5段階の「所得※」は「合計所得金額＋課税年金収入額−課税年金に係る雑所得」のこと

　

介
護
保
険
料
は
、
４
月
１
日
現
在
の
世
帯
状

況
お
よ
び
住
民
税
課
税
状
況
等
に
よ
っ
て
７
月

に
確
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
４
月
か
ら
保
険
料
が
確
定
す
る

ま
で
の
納
付
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

■
特
別
徴
収

　

（
年
金
天
引
き
）

　

４
・
６
・
８
月
の
納
付
額
は
、
平
成
３０
年
２
月

と
同
額
を
天
引
き
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
８

月
か
ら
保
険
料
が
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。）

■
普
通
徴
収

　

（
納
付
書
・
口
座
振
替
）

　

４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
平
成
３０
年
４
月
１
日

（
賦
課
期
日
）
現
在
の
世
帯
の
状
況
と
、
平
成

29
年
度
住
民
税
の
課
税
状
況
等
で
算
定
し
た
保

険
料
を
、
暫
定
的
に
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

４
月
中
旬
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。
４
月

２
日
以
降
に
65
歳
に
な
る
人
は
、
65
歳
と
な
っ

た
月
の
翌
月
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。
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問い合わせ 地域包括支援課 地域包括支援係　☎75−6033
佐賀中部広域連合 業務課　　　　☎40−1135
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